
砺波市農業振興課

砺波市農業委員会



砺波市及び砺波市農業委員会では、現任の砺波市農業委員会の委員（以下「農業委員」

という。）の任期満了（令和５年７月１９日）に伴い、次期の農業委員を募集します。

なお、募集は、応募又は推薦の方法により実施します。

１ 職務内容

２ 任期

令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで

３ 応募する者又は推薦を受ける者の資格要件

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業

委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができること。

ただし、次のいずれかに該当する方は、応募又は推薦を受けることができません。

・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方

・ 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの方

４ 募集人数

２９人

農業委員会の委員の構成については、法律で次のように規定されています。

⑴ 全体数の過半が、認定農業者又は認定農業者に準ずる者（※）であること。

※ ①認定農業者であった方、②認定農業者の農業に従事・経営参画する親族、

③認定新規就農者、④農事組合法人や法人化計画を提出している集落営農組織

の役員、⑤人・農地プランに位置付けられている中心経営体

⑵ 中立的な立場で公正な判断をすることができる者として、農業委員会の所掌に

属する事項に関し利害関係を有しない者が１人以上含まれていること。

５ 募集期間

令和５年３月２４日（金）から令和５年４月２８日（金）まで

身分 砺波市非常勤特別職

職務

内容

・農地の権利移動や転用等に係る調査及び許認可審議(毎月１回の総会)

・農地利用の最適化（担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生

防止・解消、新規参入の促進等）に係る現地調査及び指導

・その他農業に関する調査、情報提供、研修会等への参加
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６ 選考方法

評価委員会を開催して候補者を審査します。

なお、面接を実施する場合があります。

７ 選考結果の通知

選考結果は、令和５年６月下旬に応募者又は推薦者に文書により通知します。

８ 個人情報の取扱い

砺波市及び砺波市農業委員会は、応募又は推薦により取得した個人情報の保護・管理

に十分留意するとともに、候補者の審査以外の目的に使用することはありません。

９ 申込方法

応募届又は推薦届を、砺波市農業委員会事務局（所在地等は末尾に記載）へ持参又は

郵送してください。

（応募届又は推薦届の様式は、砺波市ホームページに掲載するほか、砺波市農業委員会

事務局で配付します。）

※ 持参される場合の受付時間は平日の午前８時３０分から午後５時１５分までです。

※ ４月２８日（金）必着です。

10 届出内容の公表

選考に当たっての透明性及び公平性を確保するため、募集期間中及び募集期間終了後

の２回、次の応募届又は推薦届の記載内容（住所を除く。）について、砺波市ホームペ

ージで公表します。

⑴ 応募者は、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

⑵ 推薦者（個人）は、氏名、職業、年齢及び性別

⑶ 推薦者（法人）は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員た

る資格及びその他の当該推薦する者の性格を明らかにする事項

⑷ 応募又は推薦の理由

11 留意事項

応募届又は推薦届は返却しません。

また、応募、推薦、面接等に係る経費は、すべて各自の負担となります。

お問い合わせ先・応募届及び推薦届の提出先

〒９３９－１３９８ 砺波市栄町７番３号 砺波市役所２号別館１階

砺波市農業委員会事務局

ＴＥＬ ０７６３－３３－１４２７（内線４２６)

ＦＡＸ ０７６３－３３－１１２９

Ｅ-mail nogyo@city.tonami.lg.jp

市ＨＰ http://www.city.tonami.toyama.lg.jp
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